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公害紛争処理制度の特長
　公害紛争処理制度は、公害紛争を民事訴訟で争った場合、その解決までに多くの時間と
費用が掛かるなど、被害者の救済の面では必ずしも十分でなかったことから生まれた制度
です。このため、この制度には民事訴訟に比べ、公害紛争処理機関自らが調査できる、手
続が柔軟、費用も少なくて済むなど、様々な特長があります。

１　専門的知見の活用
　公害紛争処理機関における委員の専門的知見を活用することにより、迅速・適正な解決
を図ることができます。また、事件によっては、専門的・技術的知見をもつ学識経験者等
が専門委員に任命されます。専門委員が提出する意見書等も踏まえて裁定委員会・調停委
員会が合議により判断し、裁定等を行います。

２　機動的な資料収集・調査を自ら実施　
　公害紛争処理機関は、因果関係の解明のため、必要に応じて自ら資料の収集、調査を行
うことができます。

３　迅速な解決
　公害等調整委員会では、裁定手続について標準処理期間を設定し、審理の迅速化に努め
ています。

４　低廉な費用
　事件の申請手数料が裁判に比べて低く抑えられ（調停の申請手数料は、裁判所の民事調
停の約４分の１）、また、必要に応じて行政の費用負担で資料の収集、調査を行うなど、
当事者の経済的負担の軽減が図られています。

５　柔軟な手続による解決
　公害等調整委員会では、当事者の負担軽減を図るため、裁定委員会が認めた場合には、
一定の書面について電子メールを利用した提出や、審問期日等のウェブ会議方式による出
頭ができるようにしています。
　また、東京から離れた所に在住する当事者の負担軽減を図るため、被害発生地等の現地
において審問期日等を開催することもあります。

６　公害防止対策への反映
　公害等調整委員会は関係行政機関の長に対し、都道府県公害審査会は当該都道府県知事
に対し、具体的な紛争処理を通じて得られた公害防止に関する施策の改善について意見を
述べることにより、公害防止対策に反映させることができます。

７　フォローアップ
　調停、仲裁又は責任裁定で定められた法律上の義務に不履行があるときには、公害紛争
処理機関は、権利者の申出により、当該義務の履行に関する勧告を行うことができます。
　また、公害紛争処理機関は、当該義務の履行状況について当事者に報告を求め、又は調
査することができます。
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公害紛争処理の動向
公害紛争処理制度によって、これまでに数多くの公害紛争事件が処理されてきました。

昭和 45 年の制度発足以来、令和６年 3月 31 日までに、公害等調整委員会には 1,160 件
が係属し、うち 1,114 件が終結しています。また、都道府県公害審査会等には 1,793 件が
係属し、うち 1,746 件が終結しています。
　制度発足当初には、水俣病事件のような人の健康、財産に重大な被害を及ぼした「産業型」
公害に関わる事件が多くみられました。
しかし、近年は、都市化の進展や環境に対する意識の高まりなどを背景として、こうし

た紛争に加えて、良好な生活環境の保全を求めて、近隣騒音などに関する「都市型・生活環
境型」公害に関わる事件が増えてきており、公害紛争事件の態様は多様化してきています。

公害等調整委員会が扱った主な事件

●不知火海沿岸における水俣病に係る損害賠償調停申請事件
●渡良瀬川沿岸における鉱毒による農作物被害に係る損害賠償調停申請事件
●大阪国際空港騒音調停申請事件
●スパイクタイヤ粉じん被害等調停申請事件
●山梨・静岡ゴルフ場農薬被害等調停申請事件
●小田急線騒音被害等責任裁定申請事件
●豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件
●尼崎市大気汚染被害防止あっせん申請事件
●富山県黒部川河口海域における出し平ダム排砂漁業被害原因裁定嘱託事件
●神栖市におけるヒ素による健康被害等責任裁定申請事件
●大津市における残土処分による水質汚濁被害等調停申請事件
●東京国際空港航空機騒音調停申請事件

都道府県公害審査会等が扱った主な事案

●工場や作業所の騒音・振動・悪臭・粉じんに関する事件
●飲食店、駐車場やマンションの室外機等を発生源とする近隣騒音事件
●道路の騒音防止をめぐる事件
●廃棄物処理場の水質汚濁事件




